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◎
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
対
照
表 

○
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 
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（
カ
ジ
ノ
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
制
） 

第
十
条 

政
府
は
、
カ
ジ
ノ
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
関
し
、
カ
ジ
ノ
施
設
に
お

け
る
不
正
行
為
の
防
止
並
び
に
カ
ジ
ノ
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
伴
う
有
害

な
影
響
の
排
除
を
適
切
に
行
う
観
点
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
七 

〔
略
〕 

 

八 

カ
ジ
ノ
施
設
の
入
場
者
が
カ
ジ
ノ
施
設
を
利
用
し
た
こ
と
に
伴
い
ギ
ャ

ン
ブ
ル
依
存
症
等
の
悪
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置
に
関
す
る
事
項 

２ 

〔
略
〕 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
章
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
見
直
し
） 

２ 

こ
の
法
律
の
規
定
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の

（
カ
ジ
ノ
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
制
） 

第
十
条 

政
府
は
、
カ
ジ
ノ
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
関
し
、
カ
ジ
ノ
施
設
に
お

け
る
不
正
行
為
の
防
止
並
び
に
カ
ジ
ノ
施
設
の
設
置
及
び
運
営
に
伴
う
有
害

な
影
響
の
排
除
を
適
切
に
行
う
観
点
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
七 

〔
略
〕 

 

八 

カ
ジ
ノ
施
設
の
入
場
者
が
カ
ジ
ノ
施
設
を
利
用
し
た
こ
と
に
伴
い
悪
影

響
を
受
け
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項 

 

２ 

〔
略
〕 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
章
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。 
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法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
を
目
途
と
し
て
、
必
要
な
見
直
し
が
行
わ
れ
る
べ
き

も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 


